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本講義のねらい

化学物質排出把握管理促進法（化管法）を通じて、事
業者の化学物質の自主管理の方法に関する理解を深める。

◆ 化管法の全体像

◆ 化管法に基づくPRTR制度

（PRTR：Pollutant Release and Transfer Register）

PRTR制度の概要

PRTRデータの概要

法及び政省令改正

～本講義の議題～
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我が国の化学物質管理制度について



PRTR制度導入の経緯①

インドのボパールにある化学工場（米国企業の現地法
人）から夜間に猛毒のイソシアン酸メチル(MIC)が漏洩。
MICガスは風に乗って市街地に拡がり、3,000人以上
（最大14,410人)の死者、35万人もの被災者を出し、
多くの人が長期間後遺症に苦しんだ。
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出典：失敗知識データベース(http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0300003.html)

ボパール事故（1984年12月）

◆ 被害が大きくなってしまった原因

事業者から当局・医師等関係各所にMICが噴出したことが
伝えられず、被害が拡大。

イソシアン酸メチル
H3C-N=C=O

米国で緊急対処計画及び地域住民の知る権利法
（EPCRA）を制定（1986年）

http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0300003.html


PRTR制度導入の経緯②
・米国 有害化学物質排出目録制度

（TRI：Toxic Release Inventory)導入(1986年)

・アジェンダ21 リオ宣言（1992年) 
⇒ 化学物質管理の重要性が位置づけられる

・OECD理事会勧告（1996年)
⇒ 各国が化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)を導入

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律（化学物質排出把握管理促進法：以下、化管法）
制定(1999年)

●事業者による自主的な管理の改善の促進
●国民への情報提供と化学物質に係る理解の増進

6

日本のPRTRに係る法律

海外主要国のPRTR制度の概要：
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/h29kohyo/04gaiyou/16_shiryo4.pdf



事業者及び国民の理解のもとに、PRTR制度及びSDS制度を導入し、

－ 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、

－ 環境の保全上の支障を未然に防止する

◆ PRTR制度（Pollutant Release and Transfer Register）
法により定められた有害なおそれのある化学物質について、環境への排出量及び

廃棄物に含まれての移動量を、事業者が自ら把握して国に届け出をし、国は届出

データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度

排出量→大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、埋立処分

移動量→下水道への移動、事業所の外への移動量（廃棄物）

◆ SDS制度（Safety Data Sheet）
事業者が化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際、その化学物質の性状や

取扱いに関する情報の提供を義務つける制度

➢ 目的

化管法の概要
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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第１章 総則

第２章 第一種指定化学物質の排出量等の把握等 ［→ PRTR制度］

第３章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等 ［→ SDS制度］

第４章 雑則

第５章 罰則

附 則

○政令
化学物質排出把握管理促進法施行令

○省令
・化学物質排出把握管理促進法施行規則
・第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令
・指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
（化管法SDS省令）

法令の構成
化学物質排出把握管理促進法
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目的（化管法第一条）
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化
学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関す
る状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排
出量等の把握に関する措置（PRTR制度）並びに事業者による特定の化学物
質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置（SDS制度）等を講ず
ることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保
全上の支障を未然に防止すること。

化管法の目的

◆化管法の特徴
(1)国際的な動向を踏まえてできた制度であること
(2)幅広い化学物質を対象としていること
(3)国民の理解の増進
(4)事業者の自主的な管理の改善の促進
(5)環境行政を進めるための情報源
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化学物質管理指針（化管法第三条）
主務大臣は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の
保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状についての
科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技術の動向
を勘案し、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき指定化学物質等の管理に係
る措置に関する指針（化学物質管理指針）を関係行政機関の長に協議した上
で定めるものとしている。

◆化学物質管理指針
対象化学物質やそれを含む製品を取り扱う事業者がそ
れらを管理するときに留意すべき措置を示したもの
(1)管理の方法
(2)使用の合理化
(3)排出の状況に関する国民の理解の増進
(4)化学物質の性状及び取扱いに関する情報の活用

化学物質管理指針
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事業者の責務（化管法第四条）
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等が人の健康を損なうおそれがあ
るものであること等を認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質
等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関
する国民の理解を深めるように努めなければならない。

化管法における事業者の責務
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事業者においては、指定化学物質の管理の改善に努め、
その管理の状況についての説明会を開催すること等を通じ
て、自主的・積極的に国民に対する理解増進の取組（リ
スクコミュニケーション）を行うことが望まれる。



1. 化管法の概要

2. 化管法に基づくPRTR制度とは
2.1 PRTR制度の概要
2.2  PRTRデータの概要

3. 化管法及び政省令改正とPRTR制度

4. まとめ

目次

12



日本のPRTR制度

■ 把握期間 前年4月1日から1年間

■ 対象物質 第一種指定化学物質515物質
（特定第一種指定化学物質23物質含む）

■ 届出要件 届出対象となる条件
①業種 ②事業者規模 ③年間取扱量又は特別要件施設

事業所

届出 送付

自治体 国
（NITE)

記録・集計

公表

■ 届出期間 4月1日から6月30日まで
＊書面届出から電子届出への移行を推進することとし、令和４年度から令和６年度までの間に行われる届出に限り、
電子届出の届出期限を、６月３０日から７月３１日に１か月間延長する暫定措置を設ける。

13

※第一種指定化学物質リスト（2021年（令和3年）改正）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class1.pdf



14

・第⼀種指定化学物質：515物質
（令和５年度届出は462物質）

・第⼆種指定化学物質：134物質（100物質）

・特定第⼀種指定化学物質：23物質（15物質）

・第⼀種指定化学物質のうち、発がん性、変異原性、⽣殖毒性について高い有害性が認められる物質、⼀定以上の生
態毒性を有する物質で難分解性かつ高蓄積性を有する物質。

・対象物質：ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、石綿、ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、3,3’-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4’-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ、
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾙｲｼﾞﾝ、ﾆｯｹﾙ化合物、砒素及びその無機化合物、1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ、2-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、
ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及びその化合物、ﾍﾞﾝｼﾞﾘｼﾞﾝ=ﾄﾘｸﾛﾘﾄﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、鉛及びその化合物、ﾋﾞｽ(ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ)=ｵｷｼﾄﾞ

※ばく露性の基準を考慮せず、有害性基準に該当し⾃主管理が必要な物質7
※赤字は令和５年4⽉1⽇から追加になった物質

有害性（ハザード）とばく露可能性に着目
して選定

※ばく露性の基準を考慮せず、有害性基準に該当し⾃主管理が必要な物質

PRTR届出対象化学物質
「第一種指定化学物質」515物質
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例外的に把握をしなくてもよい製品



PRTR届出の要件

①対象業種：24業種
⚫政令で指定している24業種に該当
（金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、下水道業、倉庫
業、石油卸売業、燃料小売業、自動車整備業、一般廃棄物処理業、医療業・・・）

②事業者規模：常用雇用者数21人以上

③ A 年間取扱量：1トン以上の事業所
（特定第一種指定化学物質は0.5トン以上）

又は

B 特別要件施設：特別要件施設を設置している事業所
（下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、ダイオキシン
類対策特別措置法により規定される特定施設、鉱山保安法により規定される建設物等
施設）

前年度、①～③の要件すべてに該当する事業者は届出が必要

事
業
者
単
位

事
業
所
単
位
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排出量・移動量の区分
◆排出量
①大気への排出
②公共用水域への排出
③当該事業所における土壌への排出
（埋立処分によるものを除く）
④当該事業所における埋立処分

◆移動量
⑤下水道への移動
⑥当該事業所の外への移動
（⑤によるものを除く）
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排出量・移動量の算出・把握方法の例
①物質収支による方法

②実測による方法

③排出係数による方法

④物性値を用いた計算による方法

⑤上記の方法以外に、より精度よく算出できると思われる経験値等を用いた方法

排出量
または
移動量

年間取扱量 製造品としての搬出量 他の排出量・移動量

年間取扱量排出係数

物性値を用いた計算による
排ガス、排水
または

廃棄物中の対象物質濃度

年間の排ガス量、排水量
または
廃棄物量

年間の排ガス量、排水量
または
廃棄物量

排ガス、排水
または

廃棄物中の対象物質濃度

＝ - -

＝ ×

×＝

排出量
または
移動量

排出量
または
移動量

排出量
または
移動量

＝ ×

18出典：経済産業省、環境省「PRTR排出量等算出マニュアル」第4.2版 第I部 基本編



PRTR制度を活用した自主管理
◆ 管理の方法や使用の合理化

⚫ 東京都VOC対策ガイド

https://www.nite.go.jp/data/000007603.pdf

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/guide/guide.html

環境負荷の低減、作業環境の改善、原材料費の削減、廃棄
物処理費の削減、化学物質の適正管理など

⚫ 平成24年度NITE委託事業

19

事業者の方々が効果的なVOC排出抑制対策に取り組めるよう
技術的な側面から役立てていただくことを目的として作成

https://www.nite.go.jp/data/000007603.pdf
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/guide/guide.html


自主管理の例①

◆東京都VOC対策ガイド：洗浄編

出典：東京都VOC対策ガイド「業種別のVOC対策リーフレット」から抜粋
20



自主管理の例②
◆東京都VOC対策ガイド：塗装編
スプレー作業の改善による塗着効率の向上

吹付け方向の
適正化

パターン幅の
適正化

スプレーガンの
エア圧力・塗
料吐出量の適
正化

スプレーガン距
離の適正化

出典：東京都VOC対策ガイド「業種別のVOC対策リーフレット」から抜粋
21
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自主管理の例③
◆NITE「化学物質の排出削減対策取組事例集」
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61,000t（20%）

非対象業種
農業、建設、飲食業 等

32,000t（10%）

家庭
農薬、塗料、洗剤 等

届出対象
【届出事業所数 34,253】

125,000t（40%） 40,000t（13%）

対象業種
金属鉱業、製造業、電気業 等

54,000t（17%）

移動体 自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道、航空機

◇ 排出量 総排出量 313,000（100%）

事業者からの届出 国による推計

◇ 移動量

届出対象 259,000t

令和３年度PRTRデータ

24

届出対象外
【事業者規模20人以下

あるいは

取扱量1トン/年未満】



○ 排出・移動先の対象化学物質別集計
結果

◼ 全国・全業種
◼ 都道府県別・全業種
◼ 全国・業種別
◼ 都道府県別・業種別

○ 従業員数区分別の集計
◼ 全国・業種別
◼ 都道府県別・業種別

○ 届出外排出量の推計値の対象化学物
質別集計結果

◼ 算術事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計

○ 移動体の区分（自動車・二輪車・特殊自
動車・船舶・鉄道車両航空機）別の集計

◼ 全国
◼ 都道府県別

公表内容

• 届出先自治体
• 事業者名称
• 事業所名称
• 事業所所在地
• 届出物質数
• 従業員数
• 業種
• 物質名称
• 大気への排出
• 公共用水域への排出
• 土壌への排出
• 埋立処分
• 下水道への移動
• 廃棄物としての移動

※経済産業省：https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html

環境省：http://www.env.go.jp/chemi/prtr/kaiji/index.html 25

➢集計結果 ➢個別事業所データ

PRTRデータ分析システム
（PRTRけんさくん※）で閲覧可能

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/kaiji/index.html


個別事業所のPRTRデータ閲覧方法

例：
◆○○市で届け出している事業所を知りたい
→「提出先」検索、または、「事業所所在地」検索
◆化学工業で、トルエンを排出している上位事業所を
知りたい
→「主たる業種」及び「第一種指定化学物質」検索
◆従業員数が多い事業所からの排出量を知りたい
→「従業員数」検索

➢ データの検索・抽出機能

➢ データの集計機能
例：２０○○年度全国の届出排出量・移動量の集計結果

26

➢ PRTRけんさくん
→個別事業所のPRTRデータ（届出排出量・移動量）を閲覧・集計・比較・印

刷・ファイル出力を行うためのアプリケーション







令和３年度把握排出量・移動量③
～都道府県別～

29出典：経済産業省、環境省「令和３年度PRTRデータの概要」

都道府県別の届出排出量・移動量全物質合計

20,000以上

10,000～20,000未満

10,000未満



0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03

廃棄物

下水道

埋立

土壌

公共用水域

大気

PRTR届出排出量・移動量の経年推移

30
取扱量の届出要件

5t以上 １t以上

単位（トン）

年度

平成21年度以前：354物質、23業種
平成22年度以降：462物質、24業種

移動量

排出量



令和３年度把握排出量・届出外排出量

出典：環境省 PRTRの概要https://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/gaiyo_R03/2_summary.pdf
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◆上位10物質とその排出量
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3. 化管法及び政省令改正とPRTR制度

4. まとめ

目次
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1.施⾏令の改正内容【令和3年10⽉20⽇公布令和5年4⽉1⽇施⾏】
第⼀種指定化学物質（PRTR制度及びSDS制度対象）及び第⼆種指定化学物質（SDS
制度対象）の⾒直しを実施。

2.施⾏規則の主な改正内容【令和4年3⽉31⽇公布】（※施⾏⽇の記載がない項目は同⽇施⾏）
(1)第⼀種指定化学物質排出量等届出様式の変更【施⾏⽇令和5年4⽉1⽇】※令和6年度届出より適用

政令番号に代わり管理番号による届出、法人番号・メールアドレスの追加。

(2)電子届出の届出期間の延⻑
令和４年度から令和６年度までに⾏われる届出に限り、電子届出の届出期限を１か⽉間延⻑。

(3)特別要件施設において把握すべき事項の追加
⽔俣条約の担保措置として⼤防法で測定義務が課された⽔銀及びその化合物を特別要件施設（下⽔道終末処理施設及び廃棄物処
理施設）の届出対象に追加。

(4)対応化学物質分類名の付与【施⾏⽇令和5年4⽉1⽇】
第⼀種指定化学物質の属する分類の名称（対応化学物質分類名）を付与するための別表改正。

化管法の⾒直し内容（概要）①
⚫産構審制度WG報告書（令和元年度）、化学物質審議会答申（令和２年度）における提言
に基づき、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律施⾏令、施⾏規則の⼀部を改正。
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3.化学物質管理指針の改正内容【令和4年11⽉4⽇公布・施⾏】
「事業所における指定化学物質等の管理の状況について、当該事業所の所在地を管轄
する地⽅公共団体に適切な情報の提供を⾏うよう努めること」と「災害発⽣時における指
定化学物質等の漏えいを未然に防止するため、具体的な⽅策を検討し、平時から必要な
措置を講ずること」を配慮すべき事項として追加。
➢ 化学物質管理指針とは

法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の⾃主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防⽌するた
め、指定化学物質等取扱事業者による⾃主的な取組に当たって留意すべき事項を⽰したもの。

➢ 背景
近年の災害の発⽣状況等を受け、審議会とりまとめ（令和元年6⽉）において指定化学物質等取扱事業者と地⽅公共団体との連携
や、災害による被害の防⽌に係る指定化学物質等取扱事業者の平時からの取組を⼀層促進させる必要がある旨が取りまとめられた。

4.SDS省令※の改正内容【令和4年3⽉31⽇公布・施⾏】
情報の提供⽅法等を⾒直し（メールの送信⼜はインターネットを利用した情報の提供等、
相⼿⽅が容易に閲覧できるものを提供⽅法に追加。）。
※指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の⽅法等を定める省令

5

化管法の⾒直し内容（概要）②
⚫ 産構審制度WG報告書（令和元年度）における提言に基づき、化学物質管理指針を改正。
⚫ また、デジタル化の進展を踏まえ、SDS省令を改正。
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届出事項（法第5条第2項、施行規則第6条）（新様式は令和６年度から）

PRTR届出の⼿引き
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/tebiki/R4tebiki_downloadall.pdf

NITE HP：PRTR届出システムのデモページより抜粋

事業所ごとの届出事項（本紙）
・事業者の名称
・法人番号
・事業所の名称
・事業所の所在地
・事業所において常時使用される従業員の数
・事業所において⾏われている事業が属する業種
・電子メールアドレス
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届出事項（法第5条第2項、施行規則第6条） （新様式は令和６年度から）

NITE HP：PRTR届出システムのデモページより抜粋

第⼀種指定化学物質ごとの届出事項（別紙）

（移動量）
・下⽔道への移動
・当該事業所の外への移動
（下⽔道への移動を除く。）

（排出量）
・⼤気への排出
・公共⽔域への排出
・当該事業所における土壌への排出
（当該事業所における埋⽴処分を除く。）
・当該事業所における埋⽴処分

（化学物質の情報）
・第⼀種指定化学物質の名称
・第⼀種指定化学物質の管理番号
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※構造が類似する物質等の統合、「有機スズ化合物」の分離により、最終的に515物質となる。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

化管法政令改正による化管法対象化学物質数の概況



38

化管法の対象化学物質（法第2条、施行令第1、2条）

・第⼀種指定化学物質：515物質
（令和５年度届出は462物質）

・第⼆種指定化学物質：134物質（100物質）

・特定第⼀種指定化学物質：23物質（15物質）

・第⼀種指定化学物質のうち、発がん性、変異原性、⽣殖毒性について高い有害性が認められる物質、⼀定以上の生
態毒性を有する物質で難分解性かつ高蓄積性を有する物質。

・対象物質：ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、石綿、ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、3,3’-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4’-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ、
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾙｲｼﾞﾝ、ﾆｯｹﾙ化合物、砒素及びその無機化合物、1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ、2-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、
ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及びその化合物、ﾍﾞﾝｼﾞﾘｼﾞﾝ=ﾄﾘｸﾛﾘﾄﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、鉛及びその化合物、ﾋﾞｽ(ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ)=ｵｷｼﾄﾞ

※ばく露性の基準を考慮せず、有害性基準に該当し⾃主管理が必要な物質7
※赤字は令和５年4⽉1⽇から追加になった物質

※令和５年4⽉1⽇改正政令が施⾏。
（ ）は施⾏前の物質数

有害性（ハザード）とばく露可能性に着目
して選定

※ばく露性の基準を考慮せず、有害性基準に該当し⾃主管理が必要な物質



39

化管法対象化学物質の管理番号について①
⚫ 事業者の負担軽減のために管理番号を導入（政令改正のたびにPRTR届出に必要な
政令番号が変更されることになる）。

⚫ 管理番号は改正前の政令番号を基本として改正前の第⼀種指定化学物質、第⼆種
指定化学物質、新たに追加された第⼀種指定化学物質、第⼆種指定化学物質の順に
番号を付与。
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化管法対象化学物質の管理番号について②
⚫ 同じ物質であっても、グループ化した物質、分離した物質については別物質として管理
番号を付与しており、注意が必要。

・化管法管理番号リストを公開（全化学物質の管理番号、新旧政令番号、変遷について
確認可能）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015reflist.xlsx
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化管法対象化学物質の管理番号について③
⚫ 同じ物質であっても、グループ化した物質、分離した物質については別物質として管理
番号を付与しており、注意が必要。

・化管法管理番号リストを公開（全化学物質の管理番号、新旧政令番号、変遷について確
認可能）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015reflist.xlsx
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対象化学物質の名称変更について①
⚫ 対象化学物質の名称について「IUPAC命名法」を基本として名称の付与、修正を実施。

(1)ノルマルの削除
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⚫ 対象化学物質の名称について「IUPAC命名法」を基本として名称の付与、修正を実施。

(2)ウレアから尿素への変更

(3)炭素鎖の表記の統⼀化

対象化学物質の名称変更について②
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化管法対象化学物質の確認方法について①

１.対象化学物質のリストについて

【管理番号リスト（新旧対照表）】全化学物質の管理番号、新旧政令番号、変遷について確認可能。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015reflist.xlsx
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化管法対象化学物質の確認方法について②

１.対象化学物質のリストについて

【指定化学物質リスト】
種別に政令番号順に並べたリスト。
（第⼀種指定化学物質）https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class1.pdf
（第⼆種指定化学物質）https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015class2.pdf

２.英語名称のリストについて

参考情報として、NITE-CHRIP（英語版）に掲載。
https://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/intSrhSpcLst?_e_trans=&slScNm=RJ_02_002
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化管法対象化学物質の確認方法について③

【代表的なCAS登録番号】
NITEのホームページにて、代表的なCAS登録番号について確認可能。変遷についても確認可能。
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/data/R3_PRTR_SDS_LIST.xlsx

３．CAS登録番号の情報について

参考情報として、全ての物質に関する確認済みのCAS登録番号を記載したリストを公表。
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/data/R3_PRTR_SDS_ALL_LIST.xlsx

【確認済みCAS登録番号】
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化管法対象化学物質の確認方法について④
４.その他のお問い合わせが多かったもの
その他政令改正による対象化学物質の変更についてはHPにて情報提供をしていますのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

問３
ヘプタン（管理番号731）は直鎖構造だけでなく分枝構造も含むのでしょうか。

C－C－C－C－C－C－C－C

C

C－C－C－C－C－C－C

C

C－C－C－C－C－C－C

C

C－C－C－C－C－C－C

C C

C－C－C－C－C－C

C C

C－C－C－C－C－C

C

C－C－C－C－C－C

C

C

C－C－C－C－C－C

C
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化管法対象化学物質の確認方法について④
４.その他のお問い合わせが多かったもの
その他政令改正による対象化学物質の変更についてはHPにて情報提供をしていますのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

問３
ヘプタン（管理番号731）は直鎖構造だけでなく分枝構造も含むのでしょうか。

答３
炭化⽔素鎖の炭素数が指定されており（「プロピル」「ブチル」「ペンチル」「ヘキシル」「ヘプチル」「オクチ
ル」「ノニル」「デシル」等）、構造を⽰す接頭語（「イソ」「セカンダリ」「ターシャリ」等）が無い場合は、直鎖
構造のみを指します。
⼀⽅、炭化⽔素鎖が「アルカン」「アルケン」「アルキル」「アルケニル」「アルカノイル」と表記されており、
構造が限定されていない場合は、直鎖構造も分枝構造も含みます。
以上のことから、ヘプタン（管理番号731）は直鎖構造のみが対象となります。

C－C－C－C－C－C－C－C

C
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C
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C

C－C－C－C－C－C

C

C

C－C－C－C－C－C

C
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化管法対象化学物質の確認方法について④
４.その他のお問い合わせが多かったもの
その他政令改正による対象化学物質の変更についてはHPにて情報提供をしていますのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
問４
エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩（管理番号595）は、エチレンジアミン四
酢酸ナトリウムカルシウム塩やエチレンジアミン四酢酸ナトリウム鉄塩等は含まれるでしょうか。

EDTA

H2ーEDTAーHNa

NaHーEDTAーHNa

Na2ーEDTAーHNa

Na2ーEDTAーNa2

H2ーEDTAーHK

KHーEDTAーHK

K2―EDTA―HK

K2ーEDTAーK2

NaKーEDTAーKNa

CaーEDTA2― 2Na＋

FeーEDTA― Na＋
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化管法対象化学物質の確認方法について④
４.その他のお問い合わせが多かったもの
その他政令改正による対象化学物質の変更についてはHPにて情報提供をしていますのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

答４

エチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミン四酢酸のカリウム塩、エチレンジアミン四酢酸のナトリウム塩
のみが対象で、カリウムとナトリウムを同時に含む塩や、カリウム、ナトリウム以外の元素を含む塩は対
象外です。

問４
エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩（管理番号595）は、エチレンジアミン四
酢酸ナトリウムカルシウム塩やエチレンジアミン四酢酸ナトリウム鉄塩等は含まれるでしょうか。

EDTA

H2ーEDTAーHNa

NaHーEDTAーHNa

Na2ーEDTAーHNa

Na2ーEDTAーNa2

H2ーEDTAーHK

KHーEDTAーHK

K2―EDTA―HK

K2ーEDTAーK2

NaKーEDTAーKNa

CaーEDTA2― 2Na＋

FeーEDTA― Na＋
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化管法対象化学物質の確認方法について⑤
⚫ 使用している化学物質が対象化学物質に該当するかの確認は、NITE-CHRIPが便利。
⚫ 化学物質、法規制、どちらからも調べる事が可能。

（NITE-CHRIP掲載URL（NITE HP）） https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

化学物質名称やCAS登録
番号等から調べる場合は
こちらをクリック

法律名等から調べる
場合はこちらをクリック
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⚫ 法で指定された化学物質の自主的な管理の改善の促進

⚫ 事業者が自らの化学物質管理の状況を、周辺住民などにわかり
やすく伝え、理解を深めるように努める

⚫ 自主管理に必要な情報伝達を確保

まとめ
◆化管法が事業者のみなさまに求めること

53

⚫ 管理の方法や使用の合理化
⚫ 化学物質の適正管理のためには、化学物質のリスク評価結果に基づく リ
スク管理を行い、そのリスク情報に関する関係者間の情報共有やコミュニ
ケーションが重要

⚫ 対象化学物質の変更と分類名の付与、管理番号の導入

⚫ 届出様式の変更

⚫ 化学物質管理指針の改正

◆法及び政省令改正とPRTR制度

◆PRTR制度を活用した自主管理



ご清聴ありがとうございました。
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